
 

四日市市下水道接続工事費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、下水道（公共下水道、コミニティ・プラント、農業集落排水）

への接続を促進し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目的

として、生活保護世帯が所有する下水道の供用開始区域内にある建築物に係る排水

設備を下水道に接続する工事を行う者に対し、その経費の一部を補助することにつ

いて、四日市市補助金等交付規則（昭和５７年四日市市規則第１１号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 公共下水道 下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。）第２

条第３号に規定する公共下水道をいう。 

(2) コミニティ・プラント 四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関す

る条例（平成９年３月２７日条例第１５号。以下「コミニティ・プラント設置条

例」という。）第２条に規定する施設をいう。 

(3) 農業集落排水 四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

（平成５年３月３０日条例第８号。以下「農業集落排水処理施設の設置条例」と

いう。）第２条に規定する施設をいう。 

(4) 供用開始区域 法第９条に規定する供用開始の公示をされた区域、コミニテ

ィ・プラント設置条例第５条に規定する供用開始の公示をされた区域、農業集落

排水処理施設の設置条例第５条に規定する供用開始の公示をされた区域をいう。 

(5) 排水設備 建築物から排出される排水を公共下水道に流入させるために必要

な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。 

(6) 水洗化 建築物の所有者が自己の排水設備を下水道に接続することをいう。 

(7) 生活保護世帯 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第１項の規

定による生活保護を受けている世帯をいう。 

（補助対象建築物） 

第３条 補助金の交付対象となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、次

の各号の要件をすべて満たすものとする。 



(1)  供用開始区域内の共同住宅（１棟の建物に複数の独立した住居等の用に供して   

いる建築物。）を除く建築物であること。 

(2)  補助対象建築物の敷地の土地所有者が、水洗化工事に同意していること。 

(3)  補助金の交付申請年度内に水洗化工事が完了すること。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象となる者は、補助対象建築物の水洗化工事を行う者であっ

て、次の各号の要件をすべて満たすものとする。 

(1)  補助対象建築物の所有者であること。 

(2)  生活保護世帯であること。 

(3)  市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納していない

こと。 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対

象建築物における水洗化工事に係るものとし、次に掲げる各号を除くものとする。 

(1) 部分的な水洗化並びに新築及び増築のもの 

(2) 便所の入口、窓、照明に係るもの 

(3) 立木の移植に係るもの 

(4) その他四日市市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が適当でない

と認めるもの 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象工事に要した額（１，０００円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てた額）とする。ただし、５０万円を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象工事の実施に当たり、他の公的補助金又は融

資額等の交付がある場合は、当該交付額を補助対象工事に要した費用から除くもの

とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、四日市市

下水道接続工事費補助金交付申請書（第１号様式）に、次の各号に掲げる書類を添

付し、補助対象工事の着手前に管理者に提出しなければならない。 

(1) 見積明細書の写し 

(2) 排水設備計画図面 

(3) 生活保護世帯であることを証する書類 



(4) 調査同意書（第２号様式） 

(5) 排水設備を設置する土地に係る公図の写し 

(6) 排水設備を設置する土地に係る登記事項証明書 

(7) 排水設備を設置する建築物に係る登記事項証明書 

(8) 申請者が土地所有者と異なる場合は、排水設備を設置する土地に係る所有者全

員の同意書（第３号様式） 

(9) その他管理者が必要と認める書類 

（交付の決定及び通知） 

第８条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る工事の予

定現場に立ち入り、その内容を確認及び審査し、速やかに補助金の交付の可否を決

定する。 

２ 管理者は、前項の規定により補助金を交付すると決定した申請者（以下「決定者」

という。）に対しては、四日市市下水道接続工事費補助金交付決定通知書（第４号

様式）により、交付しないと決定した申請者に対しては、四日市市下水道接続工事

費補助金不交付決定通知書（第５号様式）によりそれぞれ通知する。 

（中間検査） 

第９条 管理者は、補助対象工事の現場に立ち入り、検査を行うことができる。 

２ 管理者は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる

場合は、決定者に対し、改善を命ずることができる。この場合において、決定者が

当該命令に従わないときは、管理者は、前条の補助金交付決定を取り消すことがで

きる。 

（補助金交付変更の申請等） 

第１０条 決定者は、水洗化工事の内容、経費その他事項の変更（軽微な変更を除く。）

をしようとするとき又は水洗化工事を中止しようとするときは、あらかじめ四日市

市下水道接続工事費補助金変更交付申請書（第６号様式）にその内容が確認できる

必要書類を添付し、管理者に提出しなければならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認

められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における２０パーセント以内

の変更をいう。 

３ 管理者は、第１項の変更交付申請書を受理したときは、変更内容を審査し、適当

と認められる場合は、第８条の決定を変更し、四日市市下水道接続工事費補助金変

更決定通知書（第７号様式）により当該決定者に通知する。 



（決定の取消等） 

第１１条 管理者は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1)  四日市市補助金等交付規則及び本要綱並びに補助金交付の際に付した条件に

違反したとき。 

(2)  補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

(3)  補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

(4)  補助事業に関する申請、報告、施行などについて不正な行為があったとき。 

(5)  その他、管理者が補助金の使用が不適切であると認めたとき。 

（実績報告書） 

第１２条 決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了日から起算して３０日を

経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の３月３１日のいずれか早い日ま

でに、四日市市下水道接続工事費補助金実績報告書（第８号様式）に、次の各号に

掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。 

(1)  排水設備出来形図面 

(2)  補助対象工事にかかる代金請求明細書の写し 

(3)  その他管理者が必要と認める書類 

（完了検査） 

第１３条 管理者は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、当該現場に立

ち入り、検査を行うものとする。 

２ 管理者は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる

場合は、決定者に対し、改善を命ずることができる。この場合において、決定者が

当該命令に従わないときは、管理者は、第８条の補助金交付決定を取り消すことが

できる。 

（補助金額の確定） 

第１４条 管理者は、第１２条の規定による実績報告書を受理したときは、内容を審

査し、適正と認められる場合は、交付すべき補助の額を確定し、四日市市下水道接

続工事費補助金交付確定通知書（第９号様式）により決定者に通知する。 

（補助金の請求及び交付） 

第１５条 決定者は、前条の交付確定通知書を受けた後、速やかに四日市市下水道接

続工事費補助金支払請求書（第１０号様式）により、管理者に補助金の交付を請求

するものとする。 



２ 管理者は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還） 

第１６条 管理者は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交

付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 管理者は、補助事業者に交付すべき補助額を確定した場合において、既に当該額

を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとす

る。 

（関係書類の整備） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補

助事業完了日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管しなければ

ならない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、管理者が実施する内容の確認、検査に協力しなけれ

ばならない。 

３ 管理者は、補助金の交付を受けた者が、前項の規定に従わない場合は、補助金を

返還させることができる。 

（補助金の評価） 

第１８条 管理者は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性、効果につい

て十分に検証するものとする。 

２ 管理者は、前項による検証の結果、必要と認めた場合は、要綱の改正又は廃止、

その他適切な措置を講じるものとする。 

（補則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、管

理者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  （四日市市水洗便所等改造工事補助要綱の廃止） 

２ 四日市市水洗便所等改造工事補助要綱（平成１７年４月１日上下水道局告示第１

０号）は、廃止する。 

（有効期限） 

３ この要綱は、令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り そ の 効 力 を 失 う 。  

    （一部改正〔令和３年上下水道局告示第１４号〕） 



   附則（令和３年上下水道局告示第１４号） 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正は、令

和３年３月３１日から施行する。 

   


